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資料-1 

１ 地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 

 

第四章 政府実行計画、地方公共団体実行計画等 

（地方公共団体実行計画等） 

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該

都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に

関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。 

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 地方公共団体実行計画の目標 

三 実施しようとする措置の内容 

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

３ 都道府県及び指定都市等（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の

中核市をいう。以下同じ。）は、地方公共団体実行計画において、前項各号に掲げる事項のほ

か、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策

に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。 

一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的条件に適し

たものの利用の促進に関する事項 

二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他の

その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関

する事項 

三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及

び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に

関する事項 

四 その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法（平成十二年法律第百十号）第

二条第二項に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同条第

一項に規定する循環型社会をいう。）の形成に関する事項 

五 前各号に規定する施策の実施に関する目標 

  



 

資料-2 

２ 甲府市地球温暖化対策実行計画改定の経過 

 

日程 内容等 

2022(R4)年 4月 
第 1回 地球環境問題庁内連絡会議開催 

・計画策定のスケジュールについて 

2022(R4)年 6月 計画策定に向けた基礎調査を実施 

2022(R4)年 7月 
第 3回 地球環境問題庁内連絡会議開催 

・庁内施策調査の実施について 

2022(R4)年 7月～8月 市民・事業者アンケートを実施 

2022(R4)年 8月 

第 1回甲府市地球温暖化対策実行計画推進委員会開催 

・甲府市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）骨子案に 

ついて 

2022(R4)年 8月～9月 庁内施策調査を実施 

2022(R4)年 10月 

第 2回甲府市地球温暖化対策実行計画推進委員会開催 

・甲府市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定（案） 

について 

2022(R4)年 12月 

第 3回甲府市地球温暖化対策実行計画推進委員会開催 

・甲府市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定（案） 

について 

2023(R5)年 1月 
第 5回 地球環境問題庁内連絡会議 

・パブリックコメントの実施について 

2023(R5)年 1月～2月 パブリックコメントを実施 

2023(R5)年 2月 
第 6回 地球環境問題庁内連絡会議開催 

・パブリックコメントの結果について 

2023(R5)年 3月 
第 1回甲府市地球温暖化対策推進本部会議開催 

・甲府市地球温暖化対策実行計画改定（案）について 

2023(R5)年 3月 甲府市地球温暖化対策実行計画改定 

 

  



 

資料-3 

３ 甲府市地球温暖化対策実行計画推進委員会 

（順不同・敬称略） 

 氏名 所属団体 

1 鈴 木 嘉 彦 山梨大学名誉教授 

2 箕 浦 一 哉 公立大学法人山梨県立大学 

3 雨 宮 俊 彦 
山梨県環境・エネルギー部 

環境・エネルギー政策課 

4 佐 藤 久 延 山梨みらい農業協同組合 

5 米 山 敏 彦 中央森林組合 

6 中 込 良 夫 協同組合国母工業団地工業会 

7 諸 平 あゆみ 甲府商工会議所 

8 清 水 弘 一 山梨交通株式会社 

9 平 井 万 里 東京電力パワーグリッド株式会社山梨総支社 

10 漆 原 栄 彦 東京ガス山梨株式会社 

11 饗󠄀  場  宏 甲府市公立小中学校長会 

12 梅 原 隆 子 生活協同組合パルシステム山梨 

13 芦 澤 公 子 特定非営利活動法人みどりの学校 

14 橋  元  傑 甲府市地球温暖化対策地域協議会 

15 鳥 屋 尾 健 
山梨県地球温暖化防止活動推進センター 

（公益財団法人キープ協会） 

16 志 澤 美 香 やまなし木質バイオマス協議会 

17 山 本 勅 夫 甲府市自治会連合会 

 

  



 

資料-4 

４ これまでの温室効果ガス排出量削減目標の考え方 

（１）実行計画（区域施策編）策定時点（2012（H24）年 3月）の中期目標の考え方 

策定時点での「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル」では、

中期目標設定を下記の手順で行うこととしていました。 

①現状(基準年)と長期目標値を結び、その通過点として中期目標年の値を求める(長期目標から

定めた中期目標レベル)。 

②現状(基準年)から中期目標年までの、現状趨勢ケースを求める。 

③温室効果ガス排出削減「排出削減ポテンシャル量（潜在可能量）」を試算する。 

④「排出削減ポテンシャル量」と「長期目標から定めた中期目標レベル」を比較し、下記のケ

ースに応じて中期目標値を設定する。 

※「排出削減ポテンシャル量」とは、省エネルギー機器、次世代自動車、再生可能エネルギー、公共交通機関の利用
促進等の対策について、単純に技術的、物理的に最大限導入した場合の温室効果ガス削減量のこと。 

本市の中期目標年における「排出削減ポテンシャル量」と「長期目標から定めた中期目標レベ

ル」の基準年からの削減率は、それぞれ 36.3％と 23.0％と推計されるため、『ケース２(「排出削

減ポテンシャル量」が「長期目標から定めた中期目標レベル」を達成しているケース)』にあたり、

排出削減ポテンシャル量を踏まえて、本市で実行可能と考えられる削減量を積み上げ、積み上げ

た削減分である 173千 t-CO2/年（基準年比▲25％）を中期目標レベルに設定しました。 
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ケース１ ケース２ 

「排出削減ポテンシャル量」が「長期目標から

定めた中期目標レベル」に届かないケース 

「排出削減ポテンシャル量」が「長期目標から

定めた中期目標レベル」を達成しているケース 

「排出削減ポテンシャル量」を踏まえて、実行可能な削減量を

積み上げ、森林吸収分等も含めて、極力「長期目標から定めた

中期目標レベル」を『中期目標レベル』に設定する。 

「排出削減ポテンシャル量」を踏まえて、実行可能な削減量

を積み上げ、「長期目標から定めた中期目標レベル」を下回

る場合はそのレベルを『中期目標レベル』に設定する。 



 

資料-5 

（２）2016（Ｈ28）年 3月計画改定時の温室効果ガス排出量削減目標の考え方 

当初計画策定の後に電力排出係数が上昇し、温室効果ガス排出量が当初の予測よりも増加した

ことを踏まえ、当初計画の 2020（R2）年度の推計値を 2030（R12）年度の数値に変更することと

しました。 

このため、上記の将来推計値を前提とする中期目標値についても、同様に、当初計画において

（１）の方法で設定した 2020（R2）年度の中期目標値を、2030（R12）年度の中期目標値に置き換

えて設定し直すこととしました。 

 

（３）2021（R3）3月計画見直し時の温室効果ガス排出量削減目標の考え方 

国は「2050（R32）年までにカーボン・ニュートラルの実現」を宣言し、山梨県は 2050（R32）

年を目途とした「CO2 ゼロやまなし」を掲げてました。国や山梨県と歩調を合わせ、2050（R32）

年に二酸化炭素排出実質ゼロを目指すこととしました。 

中期目標については、これまで温室効果ガス排出量のみを削減目標としてきましたが、東日本

大震災以降、原子力発電所の停止などの電源構成の変化が、電気の二酸化炭素排出係数を増大さ

せたことにより、エネルギー消費量は減少しているのに、温室効果ガス排出量は増加している状

態となっていて、市民や事業者など省エネルギーに取り組んだ努力が適切に評価できなくなって

いました。 

そのため、省エネルギーへの取組の成果が直接反映される、市民や事業者、各施設、自動車等

で消費する、電気、ガス、石油などのエネルギーの総量(最終エネルギー消費量)を削減目標に加

えました（最終エネルギー消費量は、山梨県全体のエネルギー消費量から甲府市の消費量を種類

別に推計して合計した数値）。 

今回の見直しでは、現行の目標に加えた「参考指標」として、「人口一人当たり」の排出量を設

定し、人口に左右されない排出量を示すこととしました。 

また、参考として、エネルギー消費量のうち約 6 割を占める、電気の一人当たりの削減目標を

併記し、併せて評価することとしました。 

 

   



 

資料-6 

５ 2023（R5）年 3月改定における温室効果ガス排出量将来推計の考え方 

将来推計は、環境省が示す『地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定

手法編）」（令和 4年 3月）』に基づいて、基準年度以降、新たな追加対策を講じない場合（現状趨

勢ケース）の量を、推計可能な最新年度である 2018年度の排出量に部門ごとの「活動量」を示す

指標の将来推計結果を乗じて算出しています。なお、「排出係数」は推計可能な最新年度である 2018

年度の実績値（例：電力使用の排出係数 0.455kg‐CO2/kWh）が継続すると仮定しています。 

推計結果は基準年度比でいずれの部門もマイナスとなっていますが、これは 2013年度から 2018

年度までの削減が排出係数等の改善により大きく進んだことによるものであり、2018 年度から

2030年度までの推計は緩やかな変化となっています。 

将来（現状趨勢ケース）の活動量設定の考え方 

部門 活動量と活動量変化の推計方法 

産業 

製造業 
【活動量：製造品出荷額】 

2009～2018年度（10年間）の過去実績を対数式で回帰して推計 

農林業 
【活動量：農業就業人口】 

2009～2018年度（10年間）の過去実績を対数式で回帰して推計 

建設業・鉱業 
【活動量：建設業・鉱業純生産額】 

2009～2018年度（10年間）の過去実績を対数式で回帰して推計 

業務その他 

卸小売 
【活動量：卸売・小売業年間販売額】 

2009～2018年度（10年間）の過去実績を対数式で回帰して推計 

事務所 
【活動量：第 3次産業事業所数】 

2009～2018年度（10年間）の過去実績を対数式で回帰して推計 

病院 
【活動量：病床数】 

2009～2018年度（10年間）の過去実績を対数式で回帰して推計 

ホテル・旅館 
【活動量：客室数】 

2009～2018年度（10年間）の過去実績を対数式で回帰して推計 

公共 

【活動量：世帯数】 

国立社会保障・人口問題研究所における人口推計を 2009～2018年
度（10年間）の世帯あたり人員の過去実績を直線式で回帰した数
値で除した世帯数将来推計を用いて推計 

家庭 

【活動量：世帯数】 

国立社会保障・人口問題研究所における人口推計を 2009～2018年
度（10年間）の世帯あたり人員の過去実績を直線式で回帰した数
値で除した世帯数将来推計を用いて推計 

運輸 

 

【活動量：世帯数】 

国立社会保障・人口問題研究所における人口推計を 2009～2018年
度（10年間）の世帯あたり人員の過去実績を直線式で回帰した数
値で除した世帯数将来推計を用いて推計 

廃棄物 

【活動量：世帯数】 

国立社会保障・人口問題研究所における人口推計を 2009～2018年
度（10年間）の世帯あたり人員の過去実績を直線式で回帰した数
値で除した世帯数将来推計を用いて推計 

その他ガス 

【活動量：世帯数】 

国立社会保障・人口問題研究所における人口推計を 2009～2018年
度（10年間）の世帯あたり人員の過去実績を直線式で回帰した数
値で除した世帯数将来推計を用いて推計 

 

  



 

資料-7 

６ 2023（R5）年 3月改定における中期目標に向けた温室効果ガス排出量削減の考え方 

中期目標の実現に向けた主な取組は①「国等との連動や本市の施策による削減」、②「再生可能

エネルギーの導入による削減」及び③「排出係数の改善」となっています。 

 

部門 項目 対策 削減見込み 削減量 

産業 

①国等と連携した市の施策 

17千 t-CO2 

省エネルギー設備・機
器の導入促進 

設備・機器の導入により 2030年度
までに排出量を削減する 

6,227t-CO2 

②再生可能エネルギーの導入 

再生可能エネルギーの
普及促進 

太陽光発電システム等の導入 1,532t-CO2 

③排出係数の改善 

排出係数の改善 
電力の排出係数が 0.25kg-CO2/kWh
に改善する 

8,917t-CO2 

業務その他 

①国等と連携した市の施策 

91千 t-CO2 

a.建築物の省エネルギ
ー化 

2030年度までに ZEB基準の施設の
普及を目指す 

761t-CO2 

b.省エネルギー設備・
機器の導入促進 

設備・機器の導入により 2030年度
までに排出量を削減する 

10,906t-CO2 

②再生可能エネルギーの導入 

再生可能エネルギーの
普及促進 

太陽光発電システム等の導入 13,789t-CO2 

③排出係数の改善 

排出係数の改善 
電力の排出係数が 0.25kg-CO2/kWh
に改善する 

65,911t-CO2 

家庭 

①国等と連携した市の施策 

97千 t-CO2 

a.住宅の省エネルギー 
 化 

2030年までに ZEH基準省エネルギ
ー性能住宅を普及する 

4,607t-CO2 

b.省エネルギー設備・
機器の導入促進 

省エネ機器や設備の導入を促進す
る 

6,686t-CO2 

c.省エネ行動の実践 
家庭で取り組める省エネ行動を実
践する 

1,196t-CO2 

②再生可能エネルギーの導入 

再生可能エネルギーの
普及促進 

太陽光発電システム等の導入 15,295t-CO2 

③排出係数の改善 

排出係数の改善 
電力の排出係数が 0.25kg-CO2/kWh
に改善する 

69,461t-CO2 

運輸 

①国等と連携した市の施策 

73千 t-CO2 

a.公共交通機関の利用
促進 

公共交通の利用向上を促進する 6,266t-CO2 

b.クリーンエネルギー
自動車の普及 

クリーンエネルギー自動車の普及
促進を図る 

59,827t-CO2 

c.エコドライブの実施 
エコドライブ実践等による燃費改
善を実践する 

4,914t-CO2 

③排出係数の改善 

排出係数の改善 
電力の排出係数が 0.25kg-CO2/kWh
に改善する 

1,542t-CO2 

廃棄物 

①国等と連携した市の施策 

12千 t-CO2 
ごみ排出量の削減 

3R+Renewableによるごみ排出量低
減を実践する 

12,177t-CO2 

  



 

資料-8 

（１）国等との連動や本市の施策による削減 

 国では 2021年（R3）に地球温暖化対策計画を改定し、排出量削減に向けて様々な施策を実施し

ていくとしており、本市においても国等と連動しながら、各部門の排出量削減に向けた取組を重

点的に推進していきます。 

なお、電力排出係数の改善による削減について、推計可能な最新年度である 2018（H30）年度

における電力の使用に伴う二酸化炭素の排出係数は 0.455kg‐CO2/kWh となっています。国の

2030 年度におけるエネルギー需給の見通しによると、2030 年度の全電源平均の電力排出係数を

0.25kg‐CO2/kWhを目指すとしており、電気事業者が排出係数の低減を想定どおり達成した場合、

各部門で削減効果が見込まれます。 

 

部門 取組と削減根拠 

産業 

＜省エネルギー設備・機器の導入促進＞ 

・省エネ設備・機器の導入により、2030年度までに 2018年度排出量実績の 5%

程度を削減すると仮定しています。 

業務その他 

＜a.建築物の省エネルギー化＞ 

・2030年度までに ZEB基準の施設整備が一定数なされると仮定しています。 

＜b.省エネルギー設備・機器の導入促進＞ 

・省エネ設備・機器の導入により、2030年度までに 2018年度排出量実績の 5%

程度を削減すると仮定しています。 

家庭 

＜a.住宅の省エネルギー化＞ 

・2030 年度までに ZEH 基準省エネルギー性能住宅の普及が 100％まで進むと

仮定しています。 

＜b.省エネルギー設備・機器の導入促進＞ 

・省エネ機器や設備について、アンケートで「導入検討中」と回答した割合と

「関心がある」と回答した割合の 10%程度が導入すると仮定しています。 

＜c.省エネ行動の実践＞ 

・省エネ行動について「実施検討中」と回答した割合が実施すると仮定してい

ます。 

運輸 

＜a.公共交通機関の利用促進＞ 

・公共交通機関の利用促進やコンパクトなまちづくりを推進することで、公共

交通機関の分担率（3.7%）を地方都市平均（6.5%）まで向上すると仮定して

います。 

＜b.クリーンエネルギー自動車の普及＞ 

・HV の普及促進を促進するとともに、クリーンエネルギー自動車の割合を国

の見通し（16%）に加えて、アンケートで買い替え時にクリーンエネルギー

自動車の購入を検討すると回答した割合の 10%程度が導入すると仮定して

います。 

＜c.エコドライブの実施＞ 

・エコドライブ関連機器導入、エコドライブ実践等による燃費改善を推進する

ことで 10％程度の燃費改善が図られると仮定しています。 

廃棄物 
・3R+Renewableによるごみ削減、リサイクル率の向上により、燃焼ごみの量を

2021年度比で 40%程度のごみ排出量の削減が図られると仮定しています。 

※「その他ガス」は各部門の二酸化炭素排出に付随するものであるため、各部門の排出量削減に

取り組むことで国と同等の排出量削減が図られるものを仮定しています。  
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（２）再生可能エネルギーの導入による削減 

本市の再生可能エネルギーについて、環境省が提供する REPOS（リーポス（再生可能エネルギ

ー情報提供システム））によるポテンシャルをみると、太陽光（建物系）のポテンシャルが大半

を占めています。そのため、2030年度までは太陽光発電システムの普及促進を中心に行い、特に

住宅系（10kw 以下）の導入量を 2020年度までの実績に対して約 2倍（10kw以上は 2020年度ま

での約 1.5倍）を目標に導入を進めて、排出量の削減を図っていきます。 

 


